
建
造
物
修
理
初
期
の
批
判
と
現
在
の
施
工
上
の
問
題
点

岡

田

英

男

わ
が
国

で
最
初

の
文
化
財
保
護
に
関
す
る
法
律
古
社
寺
保
存
法
が
制
定
さ
れ
た

の
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
明
治
三
十
年
で
、

こ
の
中
で
建
造
物
は
特
別
保
護
建
造

物
の
資
格
を
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
最
初
、
建
造
物
は
こ
の
法
律
の
原
案

に
含
ま
れ
て
い
な
か

っ
た
が
、
明
治
二
九
年
、
伊
東
忠
太
氏
が
臨
時
全
国
宝
物
取

調
局
臨
時
監
査
掛

に
任
命
さ
れ
、
貴
族
院
の
審
議
に
お
け
る
修
整

で
建
造
物
も
そ

　
　

　

の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

『建
築
雑
誌
」
第
九
十
八
号

(明
治
二
八
年

二
月
)

に
、
『国
会
」
誌
か
ら
転
載
さ
れ
た

「
国
家
は
古
建
築
物
を
保
存
す
べ
し
」

　
　

　

は
伊
東
忠
太
氏
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

古
社
寺
保
存
法
は
二
十
条
か
ら
な
る
が
、
特
別
保
護
建
造
物

の
第

一
回
の
指
定

は
、
明
治
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日
官
報
掲
載
内
務
省
告
示
第
八
十
七
号
で
、
四

四
件
が
指
定
さ
れ
た
。

そ
の
ほ
と
ん
ど
全
部
は
奈
良
県
、
京
都
府
内
の
著
名
な

建
造
物
で
、
そ
の
他
の
府
県

で
は
大
阪
府
観
心
寺
金
堂
、
滋
賀
県
西
明
寺
本
堂
、

岩
手
県
金
色
堂
本
堂

(現
称
中
尊
寺
金
色
堂
)

の
三
件
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
そ
の

後
毎
年
指
定
が
行
わ
れ
る
に
従

い
、
奈
良

・
京
都
以
外
に
も
広
ま

っ
て
い
っ
た
。

こ
の
法
律
は
そ
の
後
国
宝
保
存
法

(昭
和
四
年
三
月
二
十
八
日
法
律
第
十
七
号
)、

文
化
財
保
護
法

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
)
に
発
展
し
、
有
形
文
化

財
か
ら
史
跡

・
名
勝

・
天
然
記
念
物

・
民
俗
文
化
財
を
含
め
て
保
存
の
範
囲
も
広

ま

っ
て
い
る
。

古
社
寺
保
存
法
に
よ
る
保
存
金

(現
補
助
金
)
は
、
同
第
十
條
に

「社
寺

二
下

付
シ
タ
ル
保
存
金

ハ
地
方
長
官
之

ヲ
管
理
ス
」
、
第
十
六
條
に

「
本
法

二
定

メ
タ

ル
保
存
金
及
補
給
金
ト
シ
テ
国
庫

ヨ
リ
支
出

ス
ヘ
キ
金
額

ハ

一
箇
年
十
五
万
円
乃

至
二
十
万
円
ト
ス
」
と
保
存
金

の
上
限
に
つ
い
て
も
定
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
法
律
は
明
治
三
十
年
六
月
十
日
の
官
報
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
古
社
寺
保
存

法
施
行

二
関

ス
ル
件

(勅
令
)
、
古
社
寺
保
存
法
施
行
細
則

(内
務
省
令
)、
古
社

寺
保
存
金
管
理
方
法

ヲ
定

ム
ル
件

(内
務
省
訓
令
)
等
も
定
め
ら
れ
た
。
保
存
金

は
そ
の
前
年
明
治
二
九
年
度
か
ら
交
付
さ
れ
、
同
年
度
は
中
尊
寺
金
色
堂
、
醍
醐

寺
五
重
塔
、
大
報
恩
寺
本
堂
、
新
薬
師
寺
本
堂
、
法
起
寺
三
重
塔
の
五
件
に
交
付

　ヨ
　

さ
れ
た
。

こ
の
う
ち
、
奈
良
県
の
新
薬
師
寺
本
堂
と
法
起
寺
三
重
塔
は
解
体
修
理
、

他

の
三
件
は
半
解
体
乃
至
部
分
修
理
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
五
件
と
も
戦
後
に
大
修

理
を
受
け
、
新
薬
師
寺
本
堂
は
半
解
体
修
理
中
、
他
の
四
件
は
解
体
修
理
が
行
わ
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れ
て
い
る
。

新
薬
師
寺
は
天
平

一
七
年

(七
四
五
)
九
月
、
聖
武
天
皇

の
病
気
平
愈
の
た
め

薬
師
像
七
躯
、
薬
師
経
七
巻
書
写
の
勅
が
出

さ
れ
、
『東
大
寺
要
録
』

に
よ
れ
ば

光
明
皇
后
の
発
願
で
あ
る
が
、
現
本
堂
は
か

つ
て
の
七
仏
薬
師
を
ま

つ
っ
た
金
堂

で
は
な
い
。
現
本
尊
は
周
丈
六
の
木
彫
薬
師
如
来
坐
像

で
、
像
高

一
九

一
・
五

㎝
、

年
代
に
は
諸
説
が
あ
る
が
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
と
す
る
見
解
が
多

い
よ
う
竃

円
形
の
土
壇
中
央
に
安
置
さ
れ
、
周
囲
に
塑
造
十
二
神
将
像

(
一
体

後
補
)
が
め
ぐ
る
。
建
物
も
奈
良
時
代
の
建
立
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
応
和
二

年

(九
六
二
)
の
大
風
で
七
仏
薬
師
堂

(金
堂
)
が
顛
倒
す
る
ま
で
金
堂
と
共
存

し
て
い
た
か
ら
、
伽
藍
の
別
院
的
存
在
で
あ

っ
た
と
察
せ
ら
れ
、
建
立
年
代
も
奈

　
ら

　

良
時
代
末
乃
至
平
安
時
代
初
頭
で
、
本
尊
と
ほ
ぼ
同
年
代
と
考
え
ら
れ
る
。

建
立
後
、
鎌
倉
時
代
初
期
頃
に
身
舎
部
分

五
間

に
中
央
間
を

一
段
高
く
化
粧
天

井
が
設
け
ら
れ
、
延
慶
三
年

(
一
三

一
〇
)

に
正
面

に
切
妻
造
の
礼
堂
を
増
築
し
、

主
屋
側
柱
か
ら
繋
虹
梁
を
入
れ
て
い
た
。
明
治

の
解
体
修
理
は
奈
良
県
が
担
当
し

て
明
治
三
十
年

一
月
着
工
、
工
期

一
六
箇
月
、
同
三

一
年
四
月
竣
工
、
工
事
費
精

算
額

一
三
、
三
〇
六
円
八
四
銭
二
厘
、
内
国
庫
金
九
、
〇
五
四
円
二
七
銭
で
あ

っ

た
が
、
資
金

の
手
当
は
困
難
を
極
め
、
残
材

や
古
材
を
売
却
す
る
な
ど
の
苦
労
が

あ

っ
た
。

こ
の
修
理
に
お
い
て
、
後
世
追
加

の
正
面
の
礼
堂
と
内
陣
の
化
粧
天
井

及
び
内
部
各
所

の
後
補
間
仕
切
を
撤
去
し
、
土
壇

の
整
備
も
行
わ
れ
る
な
ど
、
大

　
　

　

掛
り
の
復
原
が
行
わ
れ
て
い
る
。

『建
築
雑
誌
」

一
二
五
号

(明
治
三
十
年

五
月
)
の

「
奈
良
県
下
に
於
け
る
古

刹
修
繕
」
で
は
、
九
千
五
百
余
円
の
予
算
で
厳
重
に
旧
時

の
様
式
を
守
り
、
後
世

の
修
理
に
か
か
り
、
旧
観
を
失
し
た
者
に
し
て
今
日
よ
り
知
り
得
べ
き
と
こ
ろ
は
、

な
る
べ
く
復
古
せ
し
む
る
方
針

で
あ

っ
た
。
ま
た
同

=
二
八
号

(明
治
三

一
年
六

月
)
の

「新
薬
師
寺
と
法
起
寺
」
の
項
に
は
思
い
切

っ
た
復
原
工
事
に
対
し
、

「建
築
界
の

一
快
事
な
り
」
と
さ
え
称
讃
し
て
い
る
。

し
か
し

一
方
で
は
賛
成
ば
か
り
で
な
く
、
鎌
倉
時
代
追
加
の
内
陣
化
粧
天
井
と

正
面
礼
堂
を
思
い
切

っ
て
撤
去
し
た
こ
と
に

つ
い
て
強
い
批
判
が
あ

っ
た
。

修
理
完
成
後
で
あ

っ
た
が
、
明
治
三
二
年
五
月
の

『太
陽
』
第
五
巻
第
十
号
の

時
事
評
論
で
は
、
高
山
林
次
郎

(樗
牛
)
は
、
「
占
社
寺
及
び
古
美
術

の
保
存
を

論
ず
」
と
題
し
、
そ
の
論
説

の

一
部
を
引
用
す
る
と
、
序
論
に
お
い
て
、

然
る
に
世
に

一
種
の
論
者
あ
り
、
古
社
寺
の
保
存
を
難
じ
て
日
く
、
朽
腐
頽

廃
は
日
本
建
築
の
早
晩
遭
遇
す
べ
き
必
然
の
運
命
な
り
、
今
日
国
費
を
以
て

是
が
修
繕
を
加
ふ
る
も
、
厘
に
頽
廃
の
命
数
に
於
て
十
年
百
年
を
延
す
に
過

ぎ
ず
、
畢
寛
姑
息
の
策
の
み
、
須
ら
く
過
去
に
於
け
る
老
廃
物
の
保
存
に
力

む
る
の
余
力
を
以
て
、
将
来

の
新
事
物
を
経
営
す
べ
し
と
。
時
事
新
報
記
者

の
如
き
は
是
種
の
論
者
な
り
。

と
す
る
保
存
反
対
論
に
対
し
て
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

近
時
古
社
寺
保
存
の
必
要
、
朝
野
の
認
む
る
所
と
な
り
、
我
政
府
が
議
院
の

協
讃
に
よ
り
て
、
着
々
其
事
に
従
ひ
つ
＼
あ
る
は
吾
人
の
甚
だ
喜
ぶ
所
な
り
。

唯

一
般
国
民
の
尚
ほ
是
事
業

に
冷
淡
な
る
や
、
是
を
当
事
者
に

一
任
し
て
殆

ど
顧
み
る
所
な
し
。
(下
略
)
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と
述
べ
て
古
社
寺
保
存
事
業

に
は
賛
意
を
表

わ
し
た
が
、
「古
社
寺
保
存

の
方
法

に
就
い
て
我
当
局
者
は
定
見
を
有
す
る
乎
」

と
し
て
、
当
局
者
に
古
社
寺
を
保
存

す
る
と
は
単
に
今
日
現
存
の
状
態
を
保
存
す
る
の
意
乎
、
或
は
又
建
立
当
初
の
儀

型
を
保
存
す
る
の
義
乎
を
問
い
、
当
局
者
が

一
定

の
主
義
も
し
く
は
方
針
を
有
し

な
い
と
し
、

是
れ
実
に
本
邦
古
社
寺
保
存

の
将
来

に
関
し
て
最
も
重
要
な
る
問
題
な
り
、

苛
も
是
問
題
に
し
て
明
瞭
な
る
解
釈
を
見
る
に
非
ず
む
ば
、
或
い
は
恐
る
、

是
事
業
が
有
終
の
美
を
済
さ
ず
し
て
、
却

て
国
家
千
年
の
悔
を
残
さ
む
こ
と

を
。

と
指
摘
し
、
法
隆
寺
の
建
築
も
慶
長
年
間

の
大
営
繕

に
遭
遇
す
る
ま
で
に
既
に
数

回
の
修
理
を
受
け
、
現
在
の
状
況
に
も
金
堂

及
び
五
重
塔
周
囲
を
続
れ
る
廻
廊
及

び
廟

(裳
階
の
こ
と
で
あ
ろ
う
)
、
上
下
支
柱
は
当
初
の
も

の
に
あ
ら
ず
、
美
観

を
埋
没
し
さ
ら
ん
と
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
薬
師
寺
三
重
塔

に
つ
い
て
も
二
層
及
び

三
層
間
に
於
る
二
個
の
小
廟
の
添
附
に
よ
り

て
全
く
本
来

の
面
目
を
失
墜
せ
る
こ

と
も
甚
だ
悔
む
と
こ
ろ
と
、

一
部
に
は
見
当
違
い
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
頃
、
薬
師
寺
東
塔

・
唐
招
提
寺
金
堂

は
解
体
を
終
り
、
改
築
の
途
上
に
あ

り
、
当
事
者

の
説
明
に
よ
れ
ば
、
改
築
の
方
針
は
単

に
木
材

の
腐
蝕
せ
る
も
の
を

新
に
す
る
の
外
他
意
な
き
も
の
の
如
し
と
し
、

つ
い
で
新
薬
師
寺
本
堂
に
つ
い
て

ふ
れ
、
「天
平
の
古
式
に
則
り
て
足
利
鎌
倉
両
時
代
に
於
け
る
修
繕

の
跡
を
除
却

し
去
り
、
足
利
彫
刻
の
特
質
た
る
墓
股
の
如

き
も
今
や
其
跡
を
と
ど
め
ず
、
殆
ど

従
来

の
新
薬
師
寺
と
面
目
を
異
に
す
る
も
の
を
現
出
せ
り
。

(中
略
)
古
社
寺
保

存
の
大
方
針

に
就

い
て
、
当
局
者
が
定
見
有
無
を
疑
う
所
以
也
」
と
強
く
批
判
し

て
い
る
。

つ
い
で
古
社
寺
保
存

の
方
法
と
称
す
べ
き
も
の
凡
そ
三

つ
あ
り
と
し
、

一
に
占

社
寺
の
現
状
を
保
存
す
る
。
二
に
建
初
当
時
の
古
式
に
準
じ
て
是
を
修
繕
す
る
。

三
に
建
初
当
時

の
古
式

に
準
じ
て
是
を
新
造
す
る
こ
と
を
あ
げ
、
占
社
寺
保
存
の

方
法
に
反
対
す
る
理
由
と
し
て
新
材
に
古
色
を
帯
ば
し
め
以
て
強
て
腐
朽

の
状
を

装
ひ
、
今
古

の
別
を
塗
沫
せ
む
と
擬
す
る
の
は
醜
汚
の
感
に
耐
え
ず
と
し
、
奈
良

大
仏
殿
の
技
師
は
目
下

の
修
繕
は
三
十
年
を
保
証
す
る
に
過
ぎ
ず
と
云

っ
た
と
云

い
、
古
社
寺
保
存

の
真
精
神
を
貫
徹
す
る
方
法
と
し
て
第
三
の
方
法
を
推
奨
し
、

建
物
の
古
式
に
準
接
し
、
伝
来

の
伽
藍
を
離
れ
て
別
に
新
建
築
を
興
す
こ
と
を
主

張
し
た
。

こ
れ
は
甚
だ
極
端
な
特
殊
の
場
合
を
除
き
、
到
底
賛
成
出
来
な
い
不
可

能
な
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
意
見
が
当
時
堂
々
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
現
今
と
し
て
は
い
さ
さ
か
驚
き
を
感
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
大
仏
殿
の
修
理
に
つ
い
て
も
無
分
別
な
保
存
の

一
例
と
し
、
担
当
技
師

が
上
層
の
重
量
徒

に
過
大
に
し
て
、
支
柱
、
梁
、
挽

(隅
木
)
の
是
に
耐
え
る
能

は
ざ
る
が
た
め
に
、
傾
斜
、
捻
れ
、
屋
根
は
波
状
を
呈
し
、
径
数
尺
の
梁
、
柱
が

折
れ
て
お
り
、
其
構
造
も
ま
た
形
式
と
と
も
に
寺
院
建
築
中
む
し
ろ
拙
劣
な
る
も

の
で
、
往
年
九
鬼
氏
が
論
じ
た
る
が
如
く
、
大
仏
殿
を
破
却
し
、
大
仏
を
露
仏
と

な
す

べ
き

こ
と
を
主
張
し
た
。
大
仏
の
保
護
の
た
め
に
早
く
破
却
し
、
其
禍
根
を

絶

つ
べ
き
で
あ
る
が
、
政
府

・
奈
良
県
の
篤
実
な
る
保
護
に
よ
り
て
修
理
せ
ら
れ

つ
つ
あ
り
、
之
を
評
し
て
無
分
別
な
古
社
寺
保
存
と
云
う
と
述
べ
た
。
も

っ
と
も
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文
化
財
保
存
自
体

に
反
対
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
日
本
が
世
界
の
文
明
に
寄
与
す

る
最
大
貢
献

の

一
つ
と
し
、
其
措
置
は

一
段
と
鄭
重
を
要
し
、
当
局
者
の

一
顧
を

煩
わ
し
、

一
は
以
て
與
論
を
喚
起
し
よ
う
と

し
て
こ
の
文
を
草
さ
れ
た
。

明
治
三
三
年
七
月
の

『中
央
公
論
」
第
十
五
年
七
号
で
は
水
谷
仙
次
氏
が

「古

社
寺
保
存
に

つ
い
て
」
と
題
す
る
論
説
を
か

か
げ
、
緒
言

の
中
で
、

専
任
と
い
は
る
＼
建
築
家
は
、
た
だ
自
己
の
研
究
と
、
其
職
の
安
き
と
を
愉

み
、
徒
ら
に
名
刹
の
猫
占
を
企
て
＼
、
国
家
人
文

の
最
大
遺
品
を
如
何
に
す

る
の
念
な
し
。
げ
に
天
平
の
標
本
た
り
し
南
都
新
薬
師
寺
は
、
本
来
の
占
式

に
還
す

て
ふ
美
名
の
下
に
、
全
然
破
却
、
改
築

の
厄
に
遭

へ
る
に
非
す
や
。

さ
れ
ど
か
か
る
解
躰
的
事
業
は
、
其
局

に
当
る
者
自
身

に
と
り
て
、
非
常
に

興
味
あ
り
、
ま
た
利
益
あ
る
と
、
猶
腎
か
難
治

の
大
患

に
接
し
、
屍
躰
の
解

切
に
よ
り
て
う
る
所
多
き
か
如
し
、
も
と
よ
り
そ
の
治
と
屍
と
に
は
全
き
を

期
す
可
ら
ず
。
如
是
研
究
的
方
法
は
、

そ
の
所
謂
古
社
寺
保
存
の
意
義
に
於

て
何
如
あ
る
べ
き
。
か

つ
て
唐
招
提
寺

の
金
堂
も
破
ら
れ
、
薬
師
寺
の
東
塔

も

こ
ぼ
た
れ

つ
、
法
隆
寺
の
解
躰
亦
遍
か
き
に
あ
ら
ん
と
す
と
、

(
中
門

の

修
理
計
山
の
こ
と
か
)
吾
人
何
ぞ
迂
潤

の
諺
を
蹴
し
て
、

口
を
絨
む
る
も
の

あ
ら
ん
や
。

と
激
烈
に
批
判
し
た
。

つ
い
で

「占
社
寺
保
存
の
方
法
如
何
」
を
述
べ
、
最
後
に

古
社
寺
保
存

の
結
果
如
何
と
し
て
新
薬
師
寺
を
と
り
あ
げ
、
鎌
倉
時
代
の
向
拝
を

撤
去
し
た
こ
と
を
批
判
し
、
辛
う
じ
て
千
占

の
星
宿
を
経
た
る
占
建
築
は
順
次
甲

技
師
の
推
古
式
と
な
り
、
乙
学
者
の
天
平
式
と
化
し
了
ら
ん
か
と
結
ん
で
い
る
。

ま
た
、
『歴
史
地
理
」
第
二
巻
第
六
号

(明
治
三
三
年
九
月
)

に
も
彙
報
及
び

評
論

で
麻
郷
氏
は
水
谷
仙
次
氏
の
意
見
に
頗
る
我
が
意
を
得
た
り
と
し
、
古
社
寺

保
存
の
方
法
が
水
谷
仙
次
氏
の
述
べ
る
こ
と
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
「
此

の
如
き
保

存
方
法
は
明
に
保
存
の
目
的
に
背
く
も
の
な
り
。
否
保
存
と
云
は
ん
よ
り
は
寧
ろ

破
壊
な
り
、
」
と
し
て
、
や
は
り
新
薬
師
寺
を
あ
げ
て
批
判
し
て
い
る
。

明
治
、.一.二
年
十
月
八
日
及
び
同
卜
五
日
の
讃
費
新
聞
月
曜
附
録
に
富
雄
木
知
佳

蕊
櫛

叢
簾員

一、、磯 騨 熟 ∵ 鷺

師寺本堂 明治修理前 正面(奈 良 県教育委

灘 爵 ぐ 難 蘇_..

籍 一吻 驚鰹1き

フ で

沙
謝

蕊

醸

護餐
)

薬師寺本堂明治修理前化粧天井(奈 良県教育委員会提供)
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氏
は
日
光
廟
の
大
修
理
に

つ
い
て
述
べ
、
前
号
に
於
て
は
、
日
光
廟
修
理
計
画
の

大
要
を
記
し
、
十
五
日
号
の
後
半

に
於

て
、
古
都
奈
良
の
新
薬
師
寺
以
下
の
修
理

に
比
し
、
如
何
な
る
修
理
上

の
差
あ
る
か
の
点
を
注
意
し
、
「
彼
等
も
同
じ
く
古

社
寺
保
存
会
の
下
に
あ
り
と
雛
も
、
其
技
師

に
よ
り
て
単
に
腐
朽
の
補
修
に
止
ら

ず
、
復
古
て
う
美
名
の
下
に
幾
多

の
改
窟
を
加
え

つ
＼
あ
る
も
の
あ
る
を
見
る
。

(中
略
)
此
日
光
廟
の
如
き
今
代
式
乃
至
徳
川
式
に
至
り
て
は
、

敢
て
亦
復
古

て

嫉
劉薩 ≧ 観 レ

第3図 新薬師寺本堂昭和修理前正面(奈 良県教育委員会提供)

ふ
観
念
を
其
の
間
に
挟
む
の
要
あ
る
を
見

ず
」
と
し
て
、
主
観
的
見
解
を
容
れ
る
余

地
の
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
、
『
建
築
雑
誌
」

第
百

四
十
九
号

(明
治
三
十
二
年
五
月
)

で
は
、
「古
社
寺

の
修
繕

工
事
に
就

て
」

と
題
し
、
当
局
者
が
古
社
寺
保
存

の
目
的

及
び
方
法
を
世
に
公
に
す
る
こ
と
を
要
望

　　
　

し
た
。

ま
た
辻
善
之
助
氏
は

『歴
史
地
理
」
第

参
巻
第
弐
号

(明
治
三
十
四
年
二
月
)
に

於
て

「古
社
寺
保
存
の
方
法
に

つ
い
て
の

世
評
を
論
ず
」
で
、
特
に
新
薬
師
寺
が
俗

人
の
注
意
を
惹
け
る
は
、
其
破
損
程
度
大

な
り
し
と
、
後
世
の
附
加
物
大
な
り
し
と

に
よ
り
て
其
手
術
の
甚
激
烈
な
り
し
に
由
る
の
み
と
し
て
、
従
来
の
方
針
を
継
続

し
て
事
業
の
は
か
ら
れ
ん
に
あ
り
、
尚
望
む
ら
く
は

一
層
慎
重
を
主
と
し
、
修
理

着
手
以
前
に
於
い
て
十
分
の
学
術
的
研
究
を
遂
げ
、
忠
実
な
る
工
事
を
営
み
、
些

の
遺
憾
な
き
を

つ
と
め
ら
れ
ん
こ
と
こ
れ
な
り
と
結
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
中
で
、
関
係
す
る
技
師
諸
氏

の
意
見
に
よ
り
て
、
そ
の
修
理
方
針
の
存
す

る
所
を
窮
ふ
に
ま
さ
に
左
の
諸
点

に
あ
る
如
し
と
し
て
、

(甲
)

若
し
後
世
無
稽
の
工
を
加
え
て
爲

に
そ
の
建
築
の
形
式
を
損
害
す
る
が

如
き
も
の
は
、

こ
の
原
形
式
明
瞭
な
る
場
合
に
は
之
を
復
旧
す

(
乙
)

若
し
ま
た
後
世

の
加
工
な
る
か
、
は
た
創
立
の
際
に
お
け
る
手
法
な
る

か
疑
は
し
き
も
の
は
姑
く
疑
を
存
し
て
漫
に
取
捨
せ
ず
、
そ
の
儘
に
な
し

お
き
て
後
日
の
研
究

に
資
す

(丙
)

若
し
ま
た
後
世

の
追
加
な
る
こ
と
を
知
る
も
、
原
形
如
何
を
詳
に
せ
ざ

る
と
き
は
、
漫
に
想
像

に
よ
り
て
復
旧
を
試
み
す

(
丁
)

若
し
夫
れ
後
世

の
加
工
と
錐
も
、
特
に
歴
史
上
美
術
上
に
償
値
あ
る
も

の
は
、
之
を
保
存
す
。
然
れ
ど
も
形
式
に
関
せ
ざ
る
構
造
の
方
法
は
、
堅

牢
の
爲
め
に
は
、
在
来

の
も
の
を
襲
用
せ
ざ
る
こ
と
あ
り
。
而
し
て
古
材

は
能
ふ
限
り
之
を
応
用
し
、
古
色
は
成
る
べ
く
之
を
保
存
す
。

と
四
項
目
を
あ
げ

て
い
る
。

こ
の

(丁
)
に
云
う
形
式
に
関
せ
ざ
る
構
造
の
方
法

と
あ
る
の
は
、
主
と
し
て
小
屋
組
の
工
法
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
早

い
時
期
に
根
本
修
理
を
受
け
た
建
物
は
、
小
屋
組
に
は
ほ
と
ん
ど
古
材
を
残
さ
ず
、

西
洋
A
口掌
組
に
改
め
ら
れ
た
も
の
も
唐
招
提
寺
金
堂

・
同
講
堂

・
薬
師
寺
東
院
堂
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な
ど
が
あ
り
、

こ
れ
ら
で
は
、
小
屋
組
の
旧
工
法
を
示
す
古
材
は
全
く
残
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
は
初
期

の
修
理
ば
か
り
で
な

く
、
戦
前
さ
ら
に
戦
後
の

一
部
の
修

理
で
も
、
小
屋
組
は
大
部
分
新
材
に
替
え
ら

れ
て
い
て
、
古
材
を
ほ
と
ん
ど
残
さ

な
い
の
が
実
情

で
あ
る
。

平
等
院
鳳
風
堂
も
明
治
三
五
～
三
九
年
度

に
半
解
体
修
理
を
受
け
、
化
粧
地
垂

木
の
尻
を
丸
桁
真

で
切
る
よ
う
な
近
世
的
手
法
に
よ
る
手
荒

い
改
造
を
受
け
て
い

た
が
、
軒
廻
り
で
は
隅
木
は
変
形
を
受
け
て
い
た
け
れ
ど
も
地
隅
木

・
飛
櫓
隅
木

と
も

一
本
ず

つ
古
材
を
残
し
、
木
負

・
茅
負

の

一
部
に
も
占
材
を
残
し
て
い
た
。

小
屋
組
も
要
所

に
古
材
が
残
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
昭
和
二
四
～
三
、
一年
度
の
解

　
　

　

体
修
理
に
そ
の
復
原
が
可
能
で
あ

っ
た
。

大
阪
府
観
心
寺
金
堂
も
明
治
三

一
年
度
に
補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
半
解
体
修
理

を
受
け
、
そ
の
際
、
地
垂
木
尻
を
切
り
、
飛
櫓
垂
木
も
解
体
せ
ず
に
木
負
裏
で
ほ

と
ん
ど
尻
を
切
り
、
軒
の
荷
重
の
支
承
は
桔
木
に
任
せ
、
大
梁
の
配
置
を
替
え
、

妻
の
立
ち
所
を
約

一
尺
五
寸
外
に
出
し
、
慶
長
追
加
の
軒
支
柱
及
び
後
門
を
撤
去
、

小
屋
組
は
ほ
と
ん
ど
新
し
く
し
た
。
し
か
し

そ
の
結
果
、
か
へ
っ
て
軒
が
垂
下
し
、

昭
和
五
四
～
五
九
年
度
に
組
物
以
上
、
軸
部

の

一
部
を
ふ
く
む
半
解
体
修
理
が
行

わ
れ
、
永
享
修
理
時
を
目
標
に
現
状
変
更
が
行
わ
れ
、
小
屋
組

・
妻
飾
に
つ
い
て

も
大
梁
を
旧
位
置
に
復
し
、
小
屋
組

・
軒
廻

り
を
整
え
、
妻
飾

の
位
置
を
入
側
柱

通
り
に
復
さ
れ
て
い
る
が
、
妻
飾
で
も
残
さ
れ
て
い
た
古
材
は
僅
か
で
、
そ
の
復

　
　

　

原
に
は
た
い
へ
ん
な
苦
労
が
は
ら
わ
れ
て
い
る
。

現
在
で
は
小
屋
組
の
工
法
も
重
視
さ
れ
、
古
材
も
尊
重
さ
れ
、
そ
の
復
原
が
行

　
ね
　

ヘ
ロ
　

わ
れ
た
例
も
平
等
院
鳳
鳳
堂
の
ほ
か
に
大
報
恩
寺
本
堂

・
臨
済
寺
本
堂
な
ど
が
あ

る
。
小
屋
組
と
と
も
に
取
替
材
の
多
い
の
は
軒
廻
り
で
、
修
理
の
後
、
多
く
の
建

物
で
は
隅
木

の

一
部
が
残

っ
て
い
れ
ば
良
い
方
で
、
木
負

・
茅
負
の
ほ
と
ん
ど
全

部
、
隅
木

の
大
部
分
を
新
材
に
替
え
、
取
り
外
し
た
古
材
も
ご
く

一
部
を
除
い
て

残

っ
て
い
な
い
。
隅
木
が
残

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
旧
工
法
通
り
再
用
さ
れ
て
い

る
か
は
問
題

で
、
特

に
飛
権
隅
木
の
勾
配
な
ど
下
端
を
削
れ
ば
、
木
口
は
上
を
向

く
の
で
そ
の
よ
う
な
改
変
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
少
く
な
い
。
木
負
は
中
央

部
分
は
下
駄
欠
き
の
た
め
に
材
が
固
ま
ら
ず
、
も
と
の
反
り
状
況
が
把
握
し
難
い

が
、
中
世
の
木
負

で
は
隅
の
反
り
が
か
な
り
強
い
の
で
、
茅
負
が
後
補
材
の
時
な

ど
こ
れ
に
応
じ
て
茅
負

の
形
板
を
作
る
と
、
か
な
り
隅
反
り
の
強
い
も
の
と
な
る
。

現
状
の
飛
櫓
隅
木
の
勾
配
で
は
口
脇
が
納
ま
ら
な
い
場
合
、
飛
楯
隅
木
の
下
端
を

削

っ
て
鼻
を
上
げ

て
茅
負

に
合
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

ま
た
配
付
垂
木
を

一
本
ず

つ
送

っ
て
隅
木
と
の
取
付
き
を
修
整
す
る
こ
と
も
行
わ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。

新
薬
師
寺
本
堂
と
同
時

に
解
体
修
理
が
行
わ
れ
た
法
起
芽
..一重
塔
は
、
そ
の
後

軒
廻
り
の
垂
ド
、
相
輪
の
傾
斜
、
心
柱
の
蝕
害
、
瓦
の
凍
害
な
ど
で
再
び
半
解
体

修
理
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
昭
和
四
七
年
二
月
か
ら
L
期
三
卜
箇
月
の
予
定
で
着

手
し
た
が
、
初
重
柱
足
元
の
移
動
、
四
天
柱
の
蝕
害
、
礎
石
の
傾
斜
な
ど
の
た
め
、

全
面
解
体
修
理
に
変
更
し
、
r
期
六
箇
月
を
延
長
し
、
五
f
年

一
月
完
成
し
た
。

一
方
の
新
薬
師
寺

で
は
礼
堂

・
内
陣
化
粧
天
井
撤
去
の
大
掛
り
の
変
更
が
行
わ
れ

た
が
、
同
時
に
行
わ
れ
た
法
起
寺
三
重
塔
で
は
、
相
輪
の
欠
失
部
補
足
、
初
重
の
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床

・
扉
口
前
の
縁

の
撤
去
、

こ
れ
に
と
も
な
う
扉
口
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
他
明
瞭
に
後
世

の
改
造
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
そ
の
ま
ま
と
さ
れ
た
。
昭

ー

二
ー

藪
暴

搬
凝

馨
藷

響
鴫
磯

,、

蔓駿

葵鼠

-
轡

に嘗

E

翌
」
、骨
二

』

第4図 法起寺三重塔明治修理前
(奈良県教育委員会提供)
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和
の
再
修
理
で
は
、
柱
盤

・
台
輪

・
通
肘
木

の
痕
跡
に
も
と
つ
い
て
、
三
重
柱
間

を
二
間
に
復
し
、
初
重
地
長
押
を
地
覆

に
改
め
、
脇
の
間
の
貫
を
撤
去
、
二

・
三

重
脇
の
間
の
腰
貫
を
撤
去
し
て
連
子
窓

の
形
式
を
復
し
、
高
欄

の
組
了
を
卍
字
崩

し
に
復
原
す
る
な
ど
の
現
状
変
更
が
行
わ
れ
た
。
中

・
近
世

の
取
替
材
の
他
に
明

治
の
取
替
材
が
特
に
多
く
、
若
し
古
材
が
多
数
残

っ
て
い
れ
ば
、
特
に
野
地
等
に

転
用
さ
れ
た
転
用
古
材
な
ど
が
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
旧
状
が
明
確
に
な

っ
た
で
あ
ろ

う
し
、
最
上
層
の
屋
根
勾
配
も
か

つ
て
は
緩
い
勾
配
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ

　ね
　

れ

ら

は

旧
状

を

確

か

め

る
術

が

な

く

、

中

世

迄

の
状

況

し

か

判

明

し

な

か

っ
た

。

法

隆

寺

中

門

の
修

理

で
も
慶

長

修

理

取

替

材

と

考

え

ら

れ

る
妻

飾

・
高

欄

等

は
そ

の

ま

ま

で
修

理

が
行

わ

れ

た

が

、

か

な

り

大

量

の
古

材

が

取

り

は
ず

さ

れ

、

再

川

}
)

ム
ロ

'

、

犬

ヵソで

ノ

ヘ

ヰ

明

、

現

堂

「

堂

講

"

講

塒

、
/
/
i

塒

刀

口

、
.

.

一

・

刀

口

+
丁

"

土
」

図

'

、

図

第

4

第
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可
能

の
大
斗
が
西
室
の
天
井
裏
に
保
存
さ
れ

て
い
る
。
唐
招
提
寺
金
堂

・
講
堂
に

お
い
て
も
復
原
は
見
合
わ
さ
れ
、
中
近
世
の
修
理
も
多
く
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い

た
。
た
だ
、

こ
こ
で
も
修
理
に
際
し
て
の
取
替
材
は
極
め
て
多
く
、
昭
和
四
二
～

四
六
年
度

の
講
堂

の
再
度
の
解
体
修
理
で
も
古
材
が
残
ら
な
い
た
め
に
旧
状
を
確

認
し
難
い
と
こ
ろ
が
少
く
な
か

っ
た
。
取
り
外
さ
れ
た
古
材
も
散
逸
し
て
現
存
せ

ず
、
明
治
修
理
に
発
見
さ
れ
た
慶
長

一
一
年
以
降
近
世
の
修
理
墨
書
銘
も
全
く
残

　
め
　

さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。

こ
れ
は
何
も
初
期
の
修
理
に
限
ら
ず
、
そ
の
後

の
修
理
で

も
取
替
え
た
古
材
が
残
る
例
は
極
め
て
少
な

い
。
現
状
変
更
や
報
告
書
も
重
要
な

問
題
で
あ
る
が
、
古
材
を
残
す
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
と
思
わ
れ
る
。
後
世
、
再

修
理
が
行
わ
れ
る
場
合
に
強

い
批
判
を
受
け

る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
占

材
の
再
用
に
際
し
て
も
継
木

・
矧
木
等
あ
る

い
は
内
部
に
新
材
や
集
成
材
を
入
れ

て
苦
労
し
て
古
材
を
残
し
、
表
面
か
ら
見
れ
ば
古
材
に
見
え
る
修
理
方
法
も
取
ら

れ
て
い
る
。
甚
し
く
朽
損
し
た
部
分
を
取
り
去

っ
て
古
い
木
肌
を
残
す
こ
と
に
も

意
義
が
あ
ろ
う
が
、
単
に
古
材
を
再
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
継
手

・
仕
口
の
よ
う

な
古
い
仕
事
を
残
す
こ
と
が
重
要

で
あ
ろ
う
。
建
物
の
堅
牢
を
期
す
た
め
に
貫
穴

や
部
材
同
志
の
逃
げ
を
削

っ
て
密
着
さ
せ
る

こ
と
を
主
張
さ
れ
た
技
術
者
も
お
ら

れ
た
が
、
こ
れ
で
は
か
え

っ
て
古
い
仕
事
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
逃

げ
の
取
り
方
も
重
要
な
古
い
技
術
の

一
つ
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
万
身
創
夷
の
よ

う
に
継
木

・
矧
木
を
要
す
る
重
要
な
古
材
は
む
し
ろ
新
材

に
取
替
え
、
占
材
は
失

わ
れ
な
い
よ
う
に
小
屋
組
に
保
存
し
、
後
の
修
理
ま
で
伝
え
る
こ
と
の
方
が
良
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
の
解
体
修
理
で
は
調
査
す

べ
き
古
い
資
料
が
少
く
な
ら

な
い
よ
う
に
努
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

法
隆
寺
五
重
塔
は
昭
和

一
六
年
度
か
ら
戦
火

の
迫
る
中

で
急
披
解
体
さ
れ
、
同

一
九
年
度
に
初
重
尾
垂
木
以
上
を
解
体
し
て
小
覆
屋
を
仮
設
、
戦
後
工
事
を
再
開
、

初
重
軸
部
を
解
体
し
、
同
二
四
年
度
組
立
に
か
か

っ
た
。
筆
者
が
こ
の
工
事
に
参

加
し
た
当
時
は
二
重
組
立
中

で
あ

っ
た
。

こ
の
塔
は
安
定
し
た
外
観
を
持
ち
、
全

体
の
均
衡
が
極
め
て
良
く
、
わ
が
国

の
塔
の
中
で
も
薬
師
寺
東
塔
と
と
も
に
最
も

容
姿
の
美
し
い
塔
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
西
院
伽
藍
の
各
建
物
相
互
や
全

体
の
均
衡
を
考
え
た
徹
密
な
配
置
平
面
計
画
の
も
と
に
設
計
さ
れ
て
お
り
、
全
体

と
し
て
も
良
く
ま
と
ま

っ
て
い
る
が
、
部
材
の
長
さ
自
体
に
は
以
外
に
大
き
な
差

が
認
め
ら
れ
、

一
定
の
矩
計
を
定
め
て
こ
れ
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
ほ
と
ん

ど
す

べ
て
の
部
材

の
仕
口
を
切
り
削
り
、
継
ぎ
矧
ぎ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況

で
あ

っ
た
。

こ
の
工
事
の
主
任
は
杢
正
夫
氏
で
そ
の
ほ
か
北
森
徳
次
氏
、
故
清
水

政
春
氏
、
正
法
院
陽
三
氏
の
各
氏
が
お
ら
れ
た
が
、
古
材
を
切
削
ら
な
い
こ
と
に

特
に
注
意
し
、
現
場

で
は
占
材
の
鉋
屑
を
出
さ
な
い
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
た
。
五

重
は
後
世
二
度
の
解
体
を
受
け
て
い
た
が
、
四
重
以
下

の
部
材
に
は
継
手

・
仕
口

に
後
世
手
を
加
え
た
痕
は
全
く
と
ど
め
て
い
な
か

っ
た
。
従

っ
て

一
時
に
組
立
て

る
こ
と
は
出
来
ず
、

一
た
ん
仮
組
を
し
て
隙
間
の
出
来
る
と
こ
ろ
を
調
べ
、
こ
こ

に
飼
物
を
入
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
安
定
を
は
か
る
こ
と
と
し
て
そ
の
寸
法
を
定
め
、

再
び
仮
組
を
解
い
て
、
鉛
板

・
堅
木
に
よ
る
補
整
の
う
え
本
組
し
、
順
次
上
層
を

組
ヒ
げ
た
。
各
部
材
の
長
短
は
柱
盤
で
は
比
較
的
少
い
が
、
二
重
側
桁
で
約
九

㎝
、

三
重

一
の
通
肘
木
で
約
七

㎝
あ
り
、
同
種
材
四
面
四
丁
の
う
ち
、
三
本
は
ほ
ぼ
近
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似
的
で
あ

っ
た
が
、

一
丁
の
み
特
に
差
の
あ
る
も
の
が
認
め
ら
れ
、
現
場
合
わ
せ

で
順
次
椿
え
、
仕
事
む
ら
を
最
後
の

一
本
に
よ

っ
て
加
減
し
て
い
る
。
部
材
の
高

低
に
も
か
な
り
む
ら
が
あ
り
、
二
重
柱
盤
は
東
南
隅
で
三

・
三

㎝
低
く
、
三
重
柱

盤
で
六

・
八

㎝
、
三
重
東
南
隅
で
八

・
八

㎝
低
く
な

っ
た
が
、

こ
れ
か
ら
上
で
加

　け
　

減
し
、
五
重
柱
盤
の
傾
き
は
東
南
隅
で
約
二

・
六

㎝
と
減
少
し
て
い
た
。

入
念
な
解
体
修
理
の
際
で
さ
え
こ
の
よ
う
な
組
立
状
況

で
あ

っ
た
か
ら
、
こ
れ

を
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
移
築
す
る
こ
と
な
ど
到
底
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
『法
隆
寺
は
移
築
さ
れ
て
い
た
」
と
題
す
る
本
が
出
版

さ
れ
、

し
か
も
太

　お
　

宰
府
観
世
音
寺
か
ら
移
築
さ
れ
た
と
云
う
。

そ
の
理
由
と
し
て
何
点
か
あ
げ
ら
れ

て
お
り
、
そ
の

一
一
に
つ
い
て
反
論
す
る
紙
数
の
余
裕
が
な
く
本
稿

の
目
的

で
は

な
い
が
、
五
重
の
野
隅
木
が
柱
盤
に
使
わ
れ

て
い
た
と
す
る
の
は
、
五
重

の
小
屋

組
土
居
に
転
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
誤
認
で
あ
り
、
軸
部
と
は
全
く
関
係

が
な
い
。
二

・
四

・
五
重
の
柱
各

一
本
を
建

っ
た
ま
ま
で
取
替
え
る
こ
と
は
不
可

能
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
古
代

・
中
世
の
建
造
物
修
理
の
際
、
後
世
柱

の

一
部

を
抜
替
え
て
い
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
現
在
の
文
化
財
修
理
で

　め
　

も
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
基
壇
に
つ
い
て
も
移
建
の
際
に
羽
目
石

の
隅
の
木
口
の

向
き
が
変
更
さ
れ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
石
材
は
す

で
に
早
く
、
関

野
貞
氏
が
岩
屋
峠
か
ら
鹿
谷
寺
跡
に
か
け
て
、
奈
良
県
と
接
す
る
大
阪
府
側

に
石

切
場
の
跡
が
あ
り
、
古
墳
時
代
以
降
さ
か
ん

に
使
わ
れ
た
凝
灰
岩

(論
文

で
は
凝

　ロ
　

灰
岩
様
石
材
)
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
九
州
地
方
か
ら
運
ば
れ
て
く

る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
全
く
の
誤
論
と
云
う
他
は
な
い
。

日
光
二
社

一
寺
の
初
期
の
修
理
に
つ
い
て
も
批
判
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
維
新
後

　　
　

結
成
さ
れ
た
保
晃
会
に
対
す
る
批
判

の
ほ
か
、
折
角
具
合
よ
く
寂
の
付
い
て
い
る

漆
を
剥
が
し
て
俗
悪
な
色
に
し
て
し
ま
う
と
云
う
こ
と
で
、
伊
東
忠
太
博
十
の
や

　り
　

む
を
得
な
い
と
す
る
反
論
が
あ
る
。

東
大
寺
大
仏
殿
に
つ
い
て
も
、
さ
き
の
高
山
樗
牛
氏

の
ほ
か
に
も
、
讃
責
新
聞

紙
上
の
佐
々
木
恒
清
氏
が
大
仏
殿
の
修
理
に
対
し
、
そ
の
無
用
を
論
じ
て
い
翫
耀
、

　ね
　

こ
れ
に
対
し
て
も
伊
東
忠
太
博
士
ら
の
反
論
が
あ
る
。

こ
こ
で
詳
し
く
紹
介
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

古
社
寺
保
存
法
初
期
に
修
理
さ
れ
た
建
物
は
ほ
と
ん
ど
再
修
理
が
行
わ
れ
て
い

る
。
再
度
の
解
体
修
理
を
行

っ
た
も
の
、
屋
根
葺
替
修
理
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
な

ど
様
々
で
あ
る
が
、
再
修
理
に
於
て
最
も
困
る
の
は
取
替
材
の
量
で
あ

っ
て
、
十

分
調
査
す
る
機
会
が
失
な
わ
れ
て
い
る
。
次
に
古
い
仕
事
に
対
す
る
加
工
、
発
見

墨
書
等
の
喪
失
で
あ
る
。
近
年
修
理
さ
れ
た
建
物
で
も
数
百
年
を
出
ず
し
て
再
び

根
本
修
理
の
時
期
が
来
る
で
あ
ろ
う
。
取
替
材
が
多
く
て
旧
状
が
わ
か
ら
な
い
こ

と
の
な
い
よ
う
、
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
り
、
取
替
材
の
主
要
な
も
の
や
発
見

資
料
は
建
物
と
と
も
に
永
久
に
保
存
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
近
世
の
補
強
を
と
り

は
ず
し
た
た
め
に
か
え

っ
て
同
じ
よ
う
な
破
損
を
生
じ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

例
え
ば
、
唐
招
提
寺
金
堂
で
は
中
央
部
の
柱
の
傾
斜
を
直
し
、
入
側
柱
か
ら
大

虹
梁
下
に
前
後
か
ら
追
掛
材
を
入
れ
て
補
強
し
て
い
た
。
明
治
修
理
に
こ
れ
を
撤

去
し
、
補
強
を
行
わ
な
か

っ
た
た
め
、
再
び
中
央
部
の
側
柱

・
入
側
柱
が
大
き
く

内
側
に
傾
斜
し
て
柱
と
組
物
が
く
の
字
形
に
な
り
、
危
険
な
状
態
と
な

っ
て
い
る
。
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本
尊
が
脱
活
乾
漆

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
放
置
出
来
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
後
世
の
補
強

の
撤
去
に
も
代
り
の
措
置

の
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
柱
に
は
種
々
不
要
の
仕
口

・
間
渡
穴
等
が
あ
る
と
埋
木
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
も
埋
木

の
時

に
底
ま
で
す

っ
か
り
さ
ら

っ
て
し
ま

っ
て
、
何
の
痕
跡
で
あ

っ
た

の
か
、
そ
の
古
さ
や
大
き
さ
が
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
埋
木
の

際
も
底

の
古

い
部
分
を
残
し
、
出
来
る
限
り
薄
い
埋
木

に
よ

っ
て
、
旧
痕
跡
を
残

す

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
柱
の
石
口
も
同
様

で
、
恐
ら
く
大
部
分
は
現
在
で
も

修
理
の
際
、
石
口
を
取
直
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
正
確
な
旧
長
さ
が
わ
か
ら
な

い
こ
と
に
な
る
。
礎
石
と
の
関
係
で
、
石
口
全
体
は
残
し
に
く
い
と
し
て
も
せ
め

て
そ
の

一
部
を
残
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

初
期

の
段
階
で
は
極
論
と
も
云
え
る
批
判

が
少
く
な
か

っ
た
よ
う
で
、
大
仏
殿

の
件
な
ど
は
今
で
は
論
外
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
に
も
い
く

つ
か
批
判
の
記
事
が

新
聞
等
に
出
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
近
年
、

保
存
修
理
事
業
に
関
す
る
批
判
は
少

い
が
、
「建
造
物
修
理
に
於
け
る
保
存

・
修
覆

・
復
元
」

に
つ
い
て

『
建
築
雑
誌
」

=
二
四
六
号

(
一
九
九
三
年
八
月
)

の
特
集
と
し
て
取
止
げ
ら
れ
、
特
に
日
本

の

保
存

・
修
理

・
復
原
を
め
ぐ

っ
て
座
談
会
で
多
く
の
課
題
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
お

　　
　

り
、
平
井
聖
氏
が
そ
の
感
想
を
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
近
代
建
築
の
保
存
修
復
技
術

に
つ
い
て
も

『建
築
雑
誌
』
に
木
村
勉
氏
が
そ
の
深
い
経
験
に
も
と
つ
い
て
述

べ

　お
　

ら
れ
て
い
る
。
山
岸
常
人
氏
が

『
建
築
史
研
究
」
に
投
稿
さ
れ
た

「文
化
財
復
原

　　
　

無
用
論
」
で
は
、
復
原
に
つ
い
て
無
用
論
を
述
べ
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
き
に
紹
介
し
た
高
山
林
次
郎
氏
が
歴
史
を
抹
殺
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、

π 『

第8図 南法華寺礼堂修理前断面図(修 理工事報告書)

藁

第9図 南法華寺礼堂竣工断面図(修 理工事報告書)

現
在
ど
の
建
物
で
も
修
理
の
際
に
強
引
に
当
初
復
原
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か

ろ
う
。
特
に
国
宝
保
存
法
に
於
て
現
状
変
更
が
許
可
制
に
な

っ
て
か
ら
、
復
原
の

た
め
の
調
査
資
料
の
提
出
が
要
求
さ
れ
、
か
な
り
詳
し
く
建
物
の
後
世
の
改
変
状

況
が
調
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
し
、
特
に
法
隆
寺
昭
和
大
修
理
に
お
い
て
調
査

の
技
術
が
格
段
に
進
歩
し
た
こ
と
は
改
め
て
云
う
ま
で
も
な
い
。
小
屋
組
に
大
い

に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
も
、
人
講
堂
に
於
る
野
小
屋
の
存
在
を
解
明
さ

　あ
　

 れ
た
浅
野
清
氏
の
研
究
以
来
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
辻
善
之
助
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
四
項
目
を
再
び
吟
味
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に

(丁
)
項
後
半

に
つ
い
て
は
今
で
は
問
題
で
あ
る
が
、
他
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の
項
目
に

つ
い
て
は
基
本
的

に
今
で
も
変
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、

後
世

の
修
理
に
つ
い
て
は
全
く
不
体
裁
な
も

の
も
多
く
、
傾
斜

・
沈
下
後

に
取
付

け
ら
れ
た
造
作
材
等
も
、
建
物
の
歪
み
を
直

せ
ば
治
ま
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
十
分
調
査
さ
れ
、
所
有
者
と
も
協
議

の
う
え
、
結
論
が
出
さ
れ
て
、
必

要

に
応
じ
て
現
状
変
更
の
手
続
き
が
行
わ
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
中
に
は
か

な
り
思
い
切

っ
た
復
原
が
あ
る
の
も
事
実

で
あ
る
。
筆
者
の
関
係
し
た
も
の
に
も

南
法
華
寺
礼
堂
の
如
き
、
四
面
庇

の
建
物

に
復
原
し
た
た
め
に
修
理
前
よ
り
も
は

る
か
に
大
規
模
と
な

っ
た
が
、
修
理
前
は
使

用
可
能
の
古
材
を
集
め
て
小
さ
く
ま

と
め
ら
れ
、
ま
さ
に
あ
ば
ら
屋

の
如
く
荒
廃
し
、
そ
の
ま
ま
修
理
出
来
る
状
態
で

は
な
か

っ
た
。
こ
の
復
原

の
最
初
の
糸
口
を
発
見
し
た
の
は
筆
者
自
身
で
あ

っ
た

　め
　

が
、
こ
の
復
原
は
当
然

の
こ
と
で
あ

っ
た
と
今
も
思

っ
て
い
る
。

し
か
し
今
日
、
山
岸
氏
ら
か
ら
問
題
提
起

さ
れ
た
の
を
機
に
、
部
外
か
ら
技
術

的
批
判
を
受
け
る
前
に
、
保
存
修
理
関
係
者
自
身
の
問
で
文
化
財
建
造
物
保
存
修

理

に
関
す
る
諸
問
題
を
よ
く
議
論
し
、
後
世

に
悔
い
を
残
さ
な
い
よ
う
に
努
め
る

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

本
論

考
中

に
紹
介
し
た
古

い
新
聞
記
事

の
収
集

に

つ
い

て
は
、

文

化
財

建
造

物
保

存

技
術
協
会

の
協
力
を
受
け

た
も

の
が
あ
る
。

な
お
、

こ
の
ほ
か

に
も
時

事
新

報

な
ど

に
批
判
記
事
が
あ

り
、
大
仏
殿

に

つ
い

て
は
九
鬼
氏

(
九
鬼
隆

一
か
)
、
長
野
宇

平
治

氏

の
論
議
も
あ

る
よ
う

で
あ
る
が
、
ま
だ
確
認
し

て
い
な

い
。

将
来

に
期

し

た

い
と

思
う
が
、

こ
の
際
関
連

記
事

を
収
集
し
、
改
あ

て
吟
味
し

て
お

く
必

要

が
あ

る
と

思

わ
れ
る
。
な
お
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
所
蔵

の
貴
重

な
古

写
真
な

ど
を
借
用
し
た
。

注

(
1

)

(
2

)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

『
文
化
財
保
護

の
歩

み
」
昭
和

三
五
年

文

化
財
保
護
委
員
会

太
田
博
太
郎

『
建
築
史

の
先
達

た
ち
」

昭
和
五
八
年

彰
国
社

稲
葉
信
子

「国
家

は
古
建
築

を
保
存
す

べ
し
」

一
八
九
五
年
二
月
号

伊
東
忠

太

1

魑
魅
魍
魎

の
彼
方

に
ー

『
建
築
雑
誌
」
第

一
二
四
六
号

昭
和

六

一
年

『建
造
物
要
覧
』

一
九
九
〇
年
平
成
二
年
度

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
建
造
物
課

西
川
新

次

「薬

師
如
来
坐
像

本
堂
所
在
」
『
大

和
古
寺

大
観

』

第

四
巻

新
薬

師

寺

・
白
毫
寺

・
円
成
寺

岩
波
書
店

昭
和
五

二
年

岡
田
英

男

「
本
堂
」
『
大
和
古
寺
大
観
』
第

四
巻

新
薬

師
寺

・
白
毫

寺

・
円
成

寺

岩
波
書
店

昭
和
五

二
年

こ
の
工
事
を
監
督
さ
れ
た

の
は
関
野
貞
氏

で
あ

っ
た
が
、
連

日
の
よ
う

に
新
薬

師
寺

の
現
場

に
出
張

さ
れ
て
い
た
。
負
担
金

の
支
出

も
困
難

で
住
職

は
心
痛

の
た
め

病

に

な

る
程

で
あ

っ
た
が
、

工
事
費

の
増
額

が
認
あ
ら
れ
ず
、
残
材

を
売
却

し
、

古

材

を

競
売
し

て
も
落
札

は
僅

か
で
、

工
事
費

捻
出

の
苦
労

の
程
が
偲
ば
れ
る
。

礼
堂

や

内

陣
化
粧
天
井

の
撤
去

も
天
平
復
原
を
最
大

の
目
的
と
し
た
信
念

に
基

い

て
実

施

さ
れ

た
は
ず

で
、
今

日

に
な

っ
て
我

々
が
云

々
す

べ
き

こ
と

で
は
な
か

ろ
う
。

な
お
取

外

さ
れ
た
古

材

の
う
ち
、
破
風
板

二
枚
と
大
斗

一
個

が
残

る
。

関
野

貞
日
記

『
珊
路

の
し

ほ
り
』
明
治

三
〇
年
九
月
～

三

一
年

一
二
月

関
野

克

「
六
〇
年
前

の
奈
良

-
父

の
日
記

か
ら
」

昭
和

三
三
年
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(
7
)

(
8
)

(
9
)

(
10
)

(
11
)

(12

)

「古
社
寺
の
修
繕
工
事
に
就
て
」
『建
築
雑
誌
』
第
百
四
十
九
号

明
治
三
二
年
の
記

事
の
一
部
を
引
用
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

然
る
に
近
頃
古
社
寺
修
繕
の
方
法
に
就
て
往
々
物
議
あ
り
、
讃
士買
新
聞
は
曽
て

[古
社
寺
保
存
に
非
ず
し
て
古
社
寺
破
壊
な
り
」
と
絶
叫
し
、
雑
誌
太
陽
の
記
者

高
山
氏
は

「古
社
寺
及
び
古
美
術
の
保
存
を
論
ず
」
と
数
百
言
を
費
し
た
る
事

も
あ
り
。
要
す
る
に
吾
人
は
当
局
者
が
古
社
寺
保
存
の
目
的
及
方
法
を
明
瞭
に

解
釈
し
て
之
を
世
に
公
に
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
望
む
も
の
な
り
、
古
社
寺
保
存
は

一
国
の
美
挙
に
し
て
、
学
術
上
美
術
上
世
に
益
す
る
と
こ
ろ
極
あ
て
多
き
も
の

な
る
に
、
当
局
者
が
其
目
的
方
法
を
公
に
せ
ざ
る
が
爲
め
、
徒
に
世
間
の
疑
催

を
招
き
、
こ
の
重
要
な
る
事
業
の
進
行

に
障
擬
を
与
ふ
る
が
如
き
は
吾
人
の
甚

た
取
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
(以
下
略
)

国
宝
平
等
院
鳳
鳳
堂
修
理
事
務
所

『国
宝
平
等
院
鳳
鳳
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
昭
和

三
二
年

京
都
府
教
育
庁
文
化
財
保
護
課

文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会

『国
宝
観
心
寺
金
堂

・
重
要
文
化
財
同
建
掛
塔
修
理

工
事
報
告
書
」
昭
和
五
九
年

観
心
寺

国
宝
大
報
恩
寺
本
堂
修
理
事
務
所

『国
宝
大
報
恩
寺
本
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
昭
和

二
九
年

京
都
府
教
育
庁
文
化
財
保
護
課

文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会

『重
要
文
化
財
臨
済
寺
本
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
平

成
六
年
臨
済
寺
本
堂
修
理
委
員
会

奈
良
県
文
化
財
保
存
事
務
所

『国
宝
法
起
寺
三
重
塔
修
理
工
事
報
告
書
』
昭
和
五
十

年

奈
良
県
教
育
委
員
会

(
13
)
黒
田
舜
義

「
唐
招
提
寺
金
堂
復
原
考

」
『
以
可
留

我
』

一
〇
号

昭

和

一
五
年

鵤

故
郷
舎

奈
良
県
文
化
財
保
存
事
務
所

『
国
宝
唐
招
提
寺
講
堂
他

二
棟
修
理

工
事

報
告
書

」

昭

和
四
七
年

奈
良
県
教
育
委
員
会

(
14
)
竹
島
卓

一
・
杢

正
夫

『
法
隆
寺
国
宝
保
存

工
事
報
告
書
』
第
十
三
冊

「
国
宝
法

隆

寺

五
重
塔
修
理
工
事
報
告
」
昭
和
三
十
年

法
隆
寺
国
宝
保
存
委
員
会

右
報
告
書

(
二
四
頁
)

に
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

組
立

に
当

っ
て
は
所

々
鉛
板

又
は
か
た
木

の
模

形

か

ひ
も

の
を

用

い
、

旧
部

材

の
収
縮

や
圧
縮
等

に
よ
る
寸
法
的

減
少

或

は
建
物

全
体

の
傾

斜

や
歪
を

修
正

し

た
。
尚
旧
材

に
は
相
当
な

理
由

の
な
い
限

り
些
か

の
工
作
を

も
加

え
な

い

こ
と

を
方
針
と
し

て
施

工
し
、
建
築
当
初

の
寸
法
的
固
癖

に
従

う
こ
と
と
し
た
。

(
15
)
米

田
良

三

『法
隆

寺
は
移
築
さ
れ
た

i
太
宰
府
か
ら
斑
鳩

へ
』

平
成
三
年

新
泉
社

(
16
)
中
近
世

の
修

理
技

術

に
は
特

に
注
目
す

べ
き
も

の
が
あ
り
、
全
体

を
解
体

せ

ず

に
巧

妙

に
破
損
部

を
差

替
え
、
古
材
も
出
来
る
限
り
再
利
用
し
、
経
費

・
資

材

の
節
約

、

工
期

の
短
縮

に

つ
と
め

て
い
る
。

こ
の
点

に
注
目
し

て

一
部

は
左

記
に
発
表

し
た
。

岡

田
英
男

「鎌
倉
時
代

の
南
都
寺
院
建
築

の
修
理
復

興
」

『
興
福
寺

と
奈

良

の
古
寺

全
集

日
本

の
古
寺

一
二
」

昭
和
五
九
年

集
英
社

同

「保
存
技
術
③

中
世

の
保
存
技
術
」
『
建
築

雑
誌

』

第

一
二
七

六
号

昭

和
六

三
年

(
17
)
関
野

貞

「法
隆
寺
堂
塔

の
基
壇

に
使
用
せ
ら
れ
た
る
凝
灰
岩
様
石
材

に
就

て
」

『
考
古
学
雑
誌
」
第
十

五
巻

七
号

大
正

一
四
年
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(
18
)

　
23
)

　
22
)

　
21
)

　
20
)

　
19
)

(

25
)

(

24
)

 

(
26
)

日
光
市
史
編
さ
ん
委
員
会

『日
光
市
史
下
巻
』
第
六
章

文
化
財
の
保
護
と
皇
室
関

係
施
設

第

一
節
保
晃
会
に
よ
る
社
寺
修
繕

3

明
治
二
十
九
年
の
攻
撃
事
件

昭
和
五
四
年

日
光
市

『建
築
雑
誌
』
第
二
百
八
十
四
号

明
治
四
三
年

「
日
光
廟
の
大
修
繕
」

に
の
る
伊

東
忠
太
氏
談
話

佐
々
木
恒
清

「世
界
最
大
の
木
造
建
築

(
呪
ふ
べ
き
大
修
繕
)」
『讃
費
新
聞
」
明
治

三
九
年
十
月
七
日
号

伊
東
忠
太

「奈
良
大
仏
非
露
佛
説
」
『伊
東
忠
太
建
築
文
献
6
』
昭
和

一
二
年

龍

吟
社

『伊
東
忠
太
著
作
集
第
六
巻
』
昭
和
五
七
年

原
書
房

平
井

聖

「保
存

・
修
復

・
復
元
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
を
読
ん
で
」
『
建
築
雑
誌
」

一
三
五
二
号

平
成
六
年

木
村

勉

「歴
史
的
建
造
物
の
保
存
・
修
復
の
技
術
①
調
査
」
『
建
築
雑
誌
」

=
二

六
四
号

平
成
六
年

同

[同
②
技
術
の
保
存
」
『同
」

=
二
六
五
号

山
岸
常
人

「文
化
財

「復
原
」
無
用
論
-
歴
史
学
研
究
の
観
点
か
ら
」
『建
築
史
学
」

第
二
十
三
号

平
成
六
年

浅
野

清

「日
本
建
築
に
於
け
る
野
屋
根
の
発
生
に
就
い
て
」
『
日
本
建
築
学
会
論

文
集
」
第
三
〇
号

昭
和

一
八
年

同

『昭
和
修
理
を
通
し
て
見
た
法
隆
寺
建
築
の
研
究
』
昭
和
五
八
年

中
央

公
論
美
術
出
版

『重
要
文
化
財
南
法
華
寺
礼
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
昭
和
四
十
年

奈
良
県
教
育
委

員
会
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